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衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
日
本
航
空
へ
の
公
的
融
資
に
係
る
国
民
負
担
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
（
以
下
「
政
投
銀
」
と
い
う
。
）
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
、
株
式

会
社
日
本
航
空
（
以
下
「
日
本
航
空
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
六
百
七
十
億
円
の
危
機
対
応
業
務
に
よ
る
貸
付
け
（
以
下

「
当
該
貸
付
け
」
と
い
う
。
）
を
行
い
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
（
以
下
「
公
庫
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
、
損
害

担
保
契
約
を
締
結
し
た
。
平
成
二
十
二
年
一
月
に
日
本
航
空
が
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
よ
る

更
生
手
続
の
開
始
決
定
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
政
投
銀
は
、
当
該
貸
付
け
に
つ
い
て
、
公
庫
に
対
し
て
補
償
金
の
支
払
を
請

求
し
、
同
年
九
月
、
公
庫
は
、
政
投
銀
に
対
し
て
損
害
担
保
契
約
に
基
づ
き
五
百
三
十
六
億
円
の
補
償
金
を
支
払
っ
た
。
そ

の
後
、
日
本
航
空
か
ら
当
該
貸
付
け
に
係
る
債
権
の
一
部
が
回
収
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
二
十
三
年
四
月
、
政
投
銀
は
、

損
害
担
保
契
約
に
基
づ
き
回
収
金
の
一
部
で
あ
る
約
六
十
六
億
円
を
公
庫
に
納
付
し
た
。
そ
の
結
果
、
公
庫
の
最
終
的
な
負

担
額
は
約
四
百
七
十
億
円
と
な
っ
た
。

な
お
、
補
償
金
の
支
払
に
当
た
っ
て
は
、
損
害
担
保
制
度
の
中
で
そ
れ
ま
で
に
公
庫
が
金
融
機
関
か
ら
受
け
取
っ
た
補
償

料
を
充
て
た
上
で
、
不
足
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
政
府
が
あ
ら
か
じ
め
拠
出
し
て
い
る
出
資
金
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。
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三
に
つ
い
て

公
庫
に
よ
る
補
償
金
の
支
払
に
当
た
っ
て
は
、
補
償
料
収
入
を
充
て
た
上
で
、
不
足
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
政
府
の
一

般
会
計
か
ら
拠
出
し
て
い
る
出
資
金
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。
当
該
出
資
金
は
、
予
算
上
、
一
般
会
計
予
算
財
務
省
所
管
財
務

本
省
政
策
金
融
費
危
機
対
応
円
滑
化
業
務
出
資
金
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

公
庫
の
負
担
額
約
四
百
七
十
億
円
は
、日
本
航
空
が
会
社
更
生
手
続
に
至
っ
た
結
果
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

一
般
に
、
金
融
機
関
は
そ
の
取
引
内
容
等
に
つ
い
て
守
秘
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
お
り
、
情
報
の
開
示
に
つ
い
て

は
慎
重
に
判
断
を
行
う
べ
き
と
考
え
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
対
外
的
な
説
明
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
政
投
銀
に
お
い
て

適
切
に
判
断
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

当
該
貸
付
け
に
当
た
り
、
政
投
銀
は
、
融
資
判
断
に
必
要
な
事
項
を
慎
重
に
審
査
し
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
、
会
計
検

査
院
の
検
査
報
告
に
お
い
て
も
審
査
の
不
適
切
性
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
結
果
的
に
公
庫
か
ら
補
償
金
が
支
払

二



わ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
政
投
銀
の
責
任
が
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

三


